
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　シーケンス制御部とベースバンド制御部とを備える移動体通信機の通信制御方法であっ
て、
　前記移動体通信機は、電源投入状態で通信していない待ち受け状態において、自機への
呼び出しを間欠的に確認する間欠受信処理を行い、
　前記間欠受信処理は、
　 (ａ )前記ベースバンド制御部においてサービングセルが送信する共通パイロットチャネ
ルの受信レベルを測定し、所定の閾値に基づいて前記受信レベルの良否を判断するステッ
プと、
　 (ｂ )前記ステップ (ａ )において、前記受信レベルが否と判断された場合にのみ前記シー
ケンス制御部 を起動し、

所定の動作をさせるステップと、を備える移動体
通信機の通信制御方法。
【請求項２】
　前記ステップ (ａ )は、
　 (ａ－１ )前記共通パイロットチャネルの受信信号強度を測定するステップ、
　 (ａ－２ )前記共通パイロットチャネルを逆拡散して受信信号コードパワーを得るステッ
プ、および、
　 (ａ－３ )前記受信信号コードパワーから受信信号強度を減算して全受信電力に対する目
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的波電力の比率を得るステップと、
　 (ａ－４ )前記受信信号強度、受信信号コードパワーおよび全受信電力に対する目的波電
力の比率の何れかの値が、前記所定の閾値よりも小さい場合に、前記受信レベルが否と判
断するステップとを含み、
　前記ステップ (ｂ )は、
　 (ｂ－１ )前記受信レベルが否と判断された場合に、前記ベースバンド制御部から前記シ
ーケンス制御部 に割り込み処理を与えることで、前記シーケンス制御部

を起動するステップを含む、請求項１記載の移動体通信機の通信制御方
法。
【請求項３】
　前記ステップ (ａ )は、
　前記ベースバンド制御部のデジタルシグナルプロセッサによって前記ステップ (ａ－１ )
ないしステップ (ａ－４ )を実行し、
　前記ステップ (ｂ－１ )は、
　前記割り込み処理の発生により、前記シーケンス制御部の休眠状態にある 演算処理
装置を起動するステップを含み、
　前記ステップ (ｂ )は、
　 (ｂ－２ )前記シーケンス制御部の前記演算処理装置の前記所定の動作として、所定の条
件に該当する場合にのみ 周辺セルの 受信レベルの測定を制御するステップをさら
に含む、請求項２記載の移動体通信機の通信制御方法。
【請求項４】
　前記ステップ (ａ )に先だって、
　前記シーケンス制御部の前記演算処理装置から、前記ベースバンド制御部の前記デジタ
ルシグナルプロセッサに前記所定の閾値を与えるステップをさらに備え、
　前記ステップ (ｂ－２ )は、
　 (ｂ－２－１ )前記シーケンス制御部の前記演算処理装置が、前記デジタルシグナルプロ
セッサから、前記受信信号強度、受信信号コードパワーおよび全受信電力に対する目的波
電力の比率のデータを取得し、これらのデータの何れかの値が、前記所定の閾値よりも小
さい場合には、前記受信レベルが否であると確認するステップと、
　 (ｂ－２－２ )前記受信レベルが否であると確認された場合には、前記シーケンス制御部
の前記演算処理装置が、 周辺セルの受信レベル測定動作を制御して、前記周辺セルの

受信レベルを取得するステップと、
　 (ｂ－２－３ )前記ステップ (ｂ－２－１ )において、前記受信レベルが良であると確認さ
れた場合は、前記所定の閾値を更新して前記デジタルシグナルプロセッサに与えた後、休
眠状態に入るステップとを含む、請求項３記載の移動体通信機の通信制御方法。
【請求項５】
　シーケンス制御部とベースバンド制御部とを備える移動体通信機の通信制御方法であっ
て、
　前記移動体通信機は、自機への呼び出しを間欠的に確認する間欠受信状態において、

受信レベルの良否判断処理を行うもの
であり、
　前記良否判断処理は、
　前記シーケンス制御部 が前記受信レベルに係る所定の閾値を設定し、自
らは動作を停止する第１のステップと、
　前記ベースバンド制御部が前記受信レベルを測定し、前記所定の閾値に基づいて、測定
した前記受信レベルの良否を判断する第２のステップと、
　前記第２のステップにおいて、前記受信レベルが否と判断された場合にのみ前記シーケ
ンス制御部 が動作し、前記受信レベルの良否を判断する第３のステッ
プと、を備える移動体通信機の通信制御方法。
【請求項６】
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　前記第３のステップにおいて、前記受信レベルが良と判断された場合、前記シーケンス
制御部 が前記所定の閾値を更新する第４のステップをさらに備える、
請求項５記載の移動体通信機の通信制御方法。
【請求項７】
　請求項１または請求項５記載の通信制御方法を採用する移動体通信機。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明はＷ－ＣＤＭＡ（ Wideband Code Division Multiple Access）移動体通信に使用さ
れる移動体通信機の通信制御方法に関し、特に、間欠受信時の通信制御方法に関する。
【０００２】
【従来の技術】
移動体通信に使用される移動体通信機は、電源ＯＮ状態で通話していない状態（待ち受け
状態）では、自機あての呼び出しがないかを常に監視する必要がある。これは何れかの基
地局のページング指示チャネル（ＰＩＣＨ： Paging Indication CHannel）を間欠的に受
信して内容をチェックすることにより行われる（間欠受信処理）。
【０００３】
ここで、自機が受信しているＰＩＣＨを送信している基地局（ Base Station）をサービン
グセルと呼称し、当該サービングセル以外の他の基地局を周辺セルと呼称する。
【０００４】
また、ＰＩＣＨの受信と同時に、該当基地局の共通パイロットチャネル（ＣＰＩＣＨ： Co
mmon PIlot CHannel）を受信して、受信レベルを測定し、測定した受信レベルを３ＧＰＰ
（３ rd Generation Partnership Project）規格で設定された計算式により、待ち受けゾ
ーン移行の有無を判断する。
【０００５】
待ち受けゾーンとは、サービングセルの電波到達エリアのことであり、待ち受けゾーン移
行とは、移動体通信機が移動して、ある基地局（第１の基地局）の電波到達エリアから、
他の基地局（第２の基地局）の電波到達エリアに入り、移動体通信機にとっては待ち受け
ゾーンが変化したことを言う。
【０００６】
例えば、第１の基地局をサービングセルとしている場合、移動体通信機は、サービングセ
ルだけでなく、第２の基地局（周辺セル）およびその他のセルの受信レベルを周期的に監
視する必要がある。これをしなければ、あるサービングセルの待ち受けゾーンを離れて他
のセルの待ち受けゾーンに入っているか否かを知ることができない。
【０００７】
そして、第１の基地局の受信レベルが所定値より小さくなった場合、待ち受けゾーンが移
行したと判断して、第１の基地局からのＰＩＣＨ受信を終了し、第２の基地局のＰＩＣＨ
受信を開始する。
【０００８】
ここで、受信レベルの測定について説明する。受信レベルの測定に使用されるＣＰＩＣＨ
は、移動体通信機がパイロット同期（タイミング合わせ）のために基地局が常時送信して
いるチャネルであり、基地局が自らの存在を各移動体通信機に教えるための信号である。
ＣＰＩＣＨには、レイヤ３のデータとして意味のあるデータは含まれていないが、受信信
号強度（ＲＳＳＩ： Received Signal Strength Indicator）、受信信号コードパワー（Ｒ
ＳＣＰ： Received Signal Code Power）および全受信電力に対する目的波電力の比率（Ｅ
ｃ／Ｉｏ）を測定することができる。なお、Ｅｃ／Ｉｏは、ＲＳＣＰ－ＲＳＳＩの演算に
よって得ることができる。
【０００９】
先に説明したように、移動体通信では、サービングセルのＣＰＩＣＨの受信レベルが所定
値より小さい場合、例えば、移動体通信機が、あるサービングセルの待ち受けゾーンの端
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縁部に存在するような場合、移動体通信機は新たなサービングセルを探すため、周辺セル
の受信レベルを測定する必要があるが、サービングセルのＣＰＩＣＨの受信レベルが所定
値以上ある場合は、確実にサービングセルの待ち受けゾーン内に存在すると判断できるの
で、３ＧＰＰの規定により、周辺セルの受信レベルの測定（以後、周辺モニタ処理と呼称
）を停止し、サービングセルの受信レベルだけを間欠的に測定することで、ＣＰＵ（ Cent
ral Processing Unit）の動作を休眠（スリープ）させて消費電力の低減を行っていた（
省電力モード）。
【００１０】
以下、従来の移動体通信機の省電力モードについてさらに説明する。
移動体通信機は、通信波の受信および送信を行う無線部と、無線部で受信したデータに対
して、タイミング同期や逆拡散処理を行うベースバンド部と、ベースバンド部のシーケン
ス制御を行うシーケンス制御部とを少なくとも有している。
【００１１】
そして、移動体通信機は、新たなサービングセルの待ち受けゾーンに入ると、シーケンス
制御部のＣＰＵが、ベースバンド部のファームウエアで構成されるＤＳＰ（ Digital Sign
al Processor）に対して、サービングセルの情報（各チャネルの拡散コード、タイミング
）を通知する。サービングセルの情報は、待ち受けゾーン移行を行う前に予めセルサーチ
処理により取得しておく。
【００１２】
この動作は移動体通信機が新たなサービングセル待ち受けゾーンに入った場合に１回だけ
実行され、サービングセルのＣＰＩＣＨの受信レベルが所定値（ Sintrasearch閾値）以上
ある場合は、周辺セルの受信レベルのモニタを停止し、間欠受信処理のタイミングで、サ
ービングセルの受信レベルだけを測定する省電力モードに入る。
【００１３】
以下、図５に示すフローチャートを用いて、待ち受け状態における従来の省電力モードに
ついて説明する。
【００１４】
　待ち受け状態においては、移動体通信機は基地局のＰＩＣＨ（ページング指示チャネル
）を間欠的に受信することは先に説明したが、この受信周期を間欠受信（ＤＲＸ :Discont
nuous Receive）周期と呼称する。

【００１５】
従って、移動体通信機は図５に示すように、ＤＲＸ周期ごとにベースバンド部のＤＳＰを
起動し、サービングセルのＰＩＣＨおよびＣＰＩＣＨを受信する（ステップＳ１）。
【００１６】
そして、ＤＳＰにおいて、ＰＩＣＨのページング指示を確認するとともにＣＰＩＣＨの受
信レベル測定を開始する（ステップＳ２）。
【００１７】
ＤＳＰは無線部およびベースバンド部のハードウエア用いて、まず受信波のＲＳＳＩを測
定し、次に、予めＣＰＵから与えられていたスクランブリングコードおよびタイミング情
報を用いて、受信波を逆拡散しＲＳＣＰ（受信信号コードパワー）を測定する。
【００１８】
次に、ＤＳＰはＣＰＵに対して割り込みを発生させる（ステップＳ３）。
【００１９】
割り込みを受けるとＣＰＵは起動し、ＣＰＵはＤＳＰが測定したＲＳＳＩおよびＲＳＣＰ
に関する情報を受けるとともに、これらの情報に基づいてＥｃ／Ｉｏ（全受信電力に対す
る目的波電力の比率）を算出する（ステップＳ４）。
【００２０】
そして、ステップＳ５に示すように、取得した受信レベル（ＲＳＳＩ、ＲＳＣＰおよびＥ
ｃ／Ｉｏの何れかに値）と、予め設定された閾値（ Sintrasearch閾値）とを比較し、当該
閾値以上であれば、受信レベルは良好であると判断して、ステップＳ１以下の動作を繰り
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返す。一方、受信レベルが閾値より小さければ、受信レベルが低下していると判断し、周
辺モニタ処理動作に移行する（ステップＳ６）。
【００２１】
以上説明した一連の動作のイメージ図を図６に示す。図６に示すように、ＤＲＸ周期ごと
にＤＳＰがサービングセルのＰＩＣＨを受信するタイミングが訪れる。その受信期間をＴ
１とする。ＤＳＰでは、ＣＰＩＣＨも同時に受信し、上述したように受信レベルを測定す
る。ここまでの作業に費やす期間をＴ２とする。そして、ＤＳＰはＣＰＵに対して割り込
みを行う。ＣＰＵが起動して、サービングセルの受信レベルに基づいて周辺モニタ処理動
作の要否を判断し、必要であれば周辺モニタ処理動作を行う。これらのＣＰＵの動作期間
（起動期間）をＴ３とする。
【００２２】
【発明が解決しようとする課題】
以上説明したように、従来においてはサービングセルの受信レベルおよび周辺セルの受信
レベルの測定は、ベースバンド部のＤＳＰおよびシーケンス制御部のＣＰＵが共動して行
っていた。
【００２３】
ここで、ＤＲＸ周期を２．５６秒とし、ＣＰＵの起動期間Ｔ３を３０ｍ secとし、ＣＰＵ
の消費電流を４０ｍＡとすると、ＣＰＵの平均電流Ｉ C P Uは以下の数式で表すことができ
る。
【００２４】
Ｉ C P U＝３０／２５６０ (CPU稼働率 )×４０ｍＡ＝０．４６８７５ｍＡ
この値は、移動体通信機全体の平均消費電流を１０ｍＡとすると、約５％に相当する。
【００２５】
このように、待ち受け状態においては、移動体通信機は基地局のＰＩＣＨを間欠受信する
ことで、電力消費を低減するようにしているが、それでも約５％の電力を消費しているこ
とになり、さらなる電力消費低減の要求があった。
【００２６】
本発明は上記のような問題点を解消するためになされたもので、移動体通信に使用される
移動体通信機の、電力消費をさらに低減する通信制御方法を提供することを目的とする。
【００２７】
【課題を解決するための手段】
　本発明に係る請求項１記載の移動体通信機の通信制御方法は、シーケンス制御部とベー
スバンド制御部とを備える移動体通信機が、電源投入状態で通信していない待ち受け状態
において、自機への呼び出しを間欠的に確認する間欠受信処理を行い、前記間欠受信処理
は、前記ベースバンド制御部においてサービングセルが送信する共通パイロットチャネル
の受信レベルを測定し、所定の閾値に基づいて前記受信レベルの良否を判断するステップ
(ａ )と、前記ステップ (ａ )において、前記受信レベルが否と判断された場合にのみ前記シ
ーケンス制御部 を起動し、

所定の動作をさせるステップ (ｂ )とを備えてい
る。
【００２８】
　本発明に係る請求項２記載の移動体通信機の通信制御方法は、前記ステップ (ａ )が、前
記共通パイロットチャネルの受信信号強度を測定するステップ (ａ－１ )、前記共通パイロ
ットチャネルを逆拡散して受信信号コードパワーを得るステップ (ａ－２ )、および、前記
受信信号コードパワーから受信信号強度を減算して全受信電力に対する目的波電力の比率
を得るステップ (ａ－３ )と、前記受信信号強度、受信信号コードパワーおよび全受信電力
に対する目的波電力の比率の何れかの値が、前記所定の閾値よりも小さい場合に、前記受
信レベルが否と判断するステップ (ａ－４ )と含み、前記ステップ (ｂ )は、前記受信レベル
が否と判断された場合に、前記ベースバンド制御部から前記シーケンス制御部

に割り込み処理を与えることで、前記シーケンス制御部 を起動す
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るステップ (ｂ－１ )を含んでいる。
【００２９】
　本発明に係る請求項３記載の移動体通信機の通信制御方法は、前記ステップ (ａ )が、前
記ベースバンド制御部のデジタルシグナルプロセッサによって前記ステップ (ａ－１ )ない
しステップ (ａ－４ )を実行し、前記ステップ (ｂ－１ )は、前記割り込み処理により、前記
シーケンス制御部の休眠状態にある 演算処理装置を起動するステップを含み、前記ス
テップ (ｂ )は、前記シーケンス制御部の前記演算処理装置の前記所定の動作として、所定
の条件に該当する場合にのみ 周辺セルの 受信レベルの測定を制御するステップ (
ｂ－２ )をさらに含んでいる。
【００３０】
　本発明に係る請求項４記載の移動体通信機の通信制御方法は、前記ステップ (ａ )に先だ
って、前記シーケンス制御部の前記演算処理装置から、前記ベースバンド制御部の前記デ
ジタルシグナルプロセッサに前記所定の閾値を与えるステップをさらに備え、前記ステッ
プ (ｂ－２ )は、前記シーケンス制御部の前記演算処理装置が、前記デジタルシグナルプロ
セッサから、前記受信信号強度、受信信号コードパワーおよび全受信電力に対する目的波
電力の比率のデータを取得し、これらのデータの何れかの値が、前記所定の閾値よりも小
さい場合には、前記受信レベルが否であると確認するステップ (ｂ－２－１ )と、前記受信
レベルが否であると確認された場合には、前記シーケンス制御部の前記演算処理装置が、

周辺セルの受信レベル測定動作を制御して、前記周辺セルの 受信レベルを取得す
るステップ (ｂ－２－２ )と、前記ステップ (ｂ－２－１ )において、前記受信レベルが良で
あると確認された場合は、前記所定の閾値を更新して前記デジタルシグナルプロセッサに
与えた後、休眠状態に入るステップ (ｂ－２－３ )とを含んでいる。
【００３１】
　本発明に係る請求項５記載の移動体通信機の通信制御方法は、シーケンス制御部とベー
スバンド制御部とを備える移動体通信機が、自機への呼び出しを間欠的に確認する間欠受
信状態において、 受信レベルの良否
判断処理を行うものであり、前記良否判断処理は、前記シーケンス制御部
が前記受信レベルに係る所定の閾値を設定し、自らは動作を停止する第１のステップと、
前記ベースバンド制御部が前記受信レベルを測定し、前記所定の閾値に基づいて、測定し
た前記受信レベルの良否を判断する第２のステップと、前記第２のステップにおいて、前
記受信レベルが否と判断された場合にのみ前記シーケンス制御部 が動
作し、前記受信レベルの良否を判断する第３のステップとを備えている。
【００３２】
　本発明に係る請求項６記載の移動体通信機の通信制御方法は、前記第３のステップにお
いて、前記受信レベルが良と判断された場合、前記シーケンス制御部
が前記所定の閾値を更新する第４のステップをさらに備えている。
【００３３】
本発明に係る請求項７記載の移動体通信機は、請求項１または請求項５記載の通信制御方
法を採用する移動体通信機である。
【００３４】
【発明の実施の形態】
以下、図１～図４を用いて、本発明に係る移動体通信機の通信制御方法の実施の形態につ
いて説明する。
【００３５】
＜Ａ．装置構成＞
図１は、移動体通信に使用される移動体通信機１００の概略構成を示すブロック図である
。
【００３６】
図１に示すように、移動体通信機１００は、Ｗ－ＣＤＭＡ（ Wideband Code Division Mul
tiple Access）の規格に基づいて、アナログ信号の受信および送信を行う無線部ＴＲＸと
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、受信データおよび送信データの処理を行うコア部ＣＯＲと、ユーザインターフェースを
含む周辺機器を有するアダプタＡＤＰとを備えている。
【００３７】
コア部ＣＯＲは、ベースバンド部１０、ベースバンド部１０のシーケンス制御を行うシー
ケンス制御部４、チャネルデコーダ部５、チャネルコーダ部６、無線部ＴＲＸで受信した
アナログデータをデジタルデータに変換するＡ／Ｄ変換部７およびデジタルデータをアナ
ログデータに変換して無線部ＴＲＸに与えるＤ／Ａ変換部８を備えている。
【００３８】
ベースバンド部１０は、ベースバンド制御部１と、Ａ／Ｄ変換部７から与えられるデジタ
ルデータに逆拡散処理等を施す復調部２と、Ｄ／Ａ変換部８に与えるデータに拡散処理等
を施す変調部３とを備えている。また、ベースバンド制御部１は、ファームウエアで構成
されるＤＳＰ（ Digital Signal Processor）を有し、復調部２、変調部３を制御するとと
もに、チャネルデコーダ部５およびチャネルコーダ部６を制御する。
【００３９】
ここで、チャネルデコーダ部５は、復調部２で復調されたデジタルデータをデコードして
アダプタＡＤＰに与え、チャネルコーダ部６はアダプタＡＤＰから与えられるデジタルデ
ータを符号化して変調部３に与える機能を有している。
【００４０】
シーケンス制御部４はＣＰＵ（ Central Processing Unit）を有し、ベースバンド制御部
１と共動して通信レイヤにおけるレイヤ１処理を行うものである。
【００４１】
＜Ｂ．装置動作＞
以下、図２～図４を用いて移動体通信機１００の動作について説明する。移動体通信機１
００は、新たなサービングセルの待ち受けゾーンに入ると、シーケンス制御部４のＣＰＵ
が、サービングセルの情報（各チャネルの拡散コード、タイミング）をＤＳＰに通知する
。
【００４２】
この動作は移動体通信機１００が新たなサービングセル待ち受けゾーンに入った場合に１
回だけ実行され、サービングセルのＣＰＩＣＨの受信レベルが所定値以上ある場合は、Ｃ
ＰＵによる周辺セルの受信レベルのモニタを停止し、間欠受信処理のタイミングで、サー
ビングセルの受信レベルだけを測定する省電力モードに入る。
【００４３】
図２は、ベースバンド制御部１のＤＳＰの動作を示すフローチャートである。
図２において、ＤＳＰはシーケンス制御部４のＣＰＵから、上述したサービングセル情報
および割り込みによりＣＰＵを起動するための受信レベルの閾値を受ける（ステップＳ１
１）。なお、ＣＰＵはこの後、電力供給を自ら断って休眠状態（スリープ状態）となり、
移動体通信機１００は省電力モードに入る。
【００４４】
移動体通信機１００は、電源ＯＮ状態で通話していない待ち受け状態では、基地局のＰＩ
ＣＨおよびＣＰＩＣＨをＤＲＸ周期（間欠受信周期）で受信しており、ＤＳＰはＤＲＸ周
期ごとにサービングセルのＣＰＩＣＨの受信レベル測定を開始する（ステップＳ１２）。
【００４５】
　以下、ステップＳ１２のＣＰＩＣＨの受信レベル測定手順を説明する。
　ＤＳＰは無線部ＴＲＸおよびベースバンド部 のハードウエア用いて、まず受信波の
ＲＳＳＩを測定し、次に、ＣＰＵから与えられているスクランブリングコードおよびタイ
ミング情報を用いて、受信波を逆拡散しＲＳＣＰ（受信信号コードパワー）を測定する。
また、測定したＲＳＳＩおよびＲＳＣＰの値に基づいてＥｃ／Ｉｏ（全受信電力に対する
目的波電力の比率）を算出する。
【００４６】
そして、ステップＳ１３に示すように、取得した受信レベル（ＲＳＳＩ、ＲＳＣＰおよび
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Ｅｃ／Ｉｏの何れかの値）と、ＣＰＵから与えられている３ＧＰＰ規格で設定された閾値
（ Sintrasearch閾値）とを比較し、受信レベルが当該閾値以上であれば、受信レベルは良
好であると判断してＣＰＵは起動せず（割り込みをせず）、再びＤＲＸ周期が経過するま
で動作を停止する。
【００４７】
なお、ＲＳＳＩ、ＲＳＣＰおよびＥｃ／Ｉｏの何れを用いて受信レベルを判定すべきかに
ついては、基地局からの報知情報（基地局が常時送信している制御情報）に含まれており
、移動体通信機１００はＰＩＣＨの（間欠的）受信中にＰＣＣＰＣＨ（ Primary Common C
ontrol Physical CHannel）も併せて受信して、その中に含まれる報知情報を得る。
【００４８】
一方、受信レベルが閾値より小さければ、受信レベルが低下していると判断し、ＤＳＰは
ＣＰＵに対して割り込みを発生させる（ステップＳ１４）。割り込みが発生すると省電力
モードが終了する。
【００４９】
ここで、ＤＳＰはファームウエアで構成されているので、受信レベルの良否を判断させる
ようにＤＳＰを構成することは容易である。
【００５０】
　図 は、省電力モードに入った場合のシーケンス制御部４のＣＰＵの動作を示すフロー
チャートである。
【００５１】
省電力モードでは、ＣＰＵは、先に説明したように、サービングセル情報および割り込み
によりＣＰＵを起動するための受信レベルの閾値を設定してベースバンド制御部１のＤＳ
Ｐに与える（ステップＳ２１）。
【００５２】
その後、ＣＰＵは電力供給を自ら断って休眠状態（スリープ状態）となる（ステップＳ２
２）。ＣＰＵがスリープ状態になることでシーケンス制御部４もスリープ状態になる。
【００５３】
そして、図２を用いて説明したベースバンド制御部１のＤＳＰの処理を経て、ＣＰＵに割
り込みが行われると、ＣＰＵのスリープ状態が解除され、シーケンス制御部４もスリープ
状態が解除される（ステップＳ２３）。
【００５４】
起動したＣＰＵは、ステップＳ２４に示すように、ベースバンド制御部１のＤＳＰが測定
したＲＳＳＩ、ＲＳＣＰおよびＥｃ／Ｉｏの受信レベルと、３ＧＰＰ規格で設定された閾
値（ Sintrasearch閾値）とを比較し、受信レベルが当該閾値以上であれば、受信レベルは
良好であると判断し、ステップＳ２１に戻り、ＣＰＵを起動するための受信レベルの閾値
を更新して、サービングセル情報と共にベースバンド制御部１のＤＳＰに与え、スリープ
状態（ステップＳ２２）となる。
【００５５】
なお、受信レベルの閾値を更新すると表現したが、ここでの更新には、新たな値を与える
場合も、前回と同じ値を与える場合も含んでいる。このように、受信レベルの閾値を更新
することで、受信レベルの良否の正確な判定ができる。
【００５６】
一方、ステップＳ２４において受信レベルが閾値より小さければ、受信レベルが低下して
いると確認し、ベースバンド制御部１および無線部ＴＲＸを用いて周辺セルの受信レベル
測定動作（周辺モニタ処理動作）に移行する（ステップＳ２５）。
【００５７】
ここで、ステップＳ２４においてサービングセルの受信レベルの良否を再度判断するのは
、ＤＳＰでの判断結果を確認するためである。このように、受信レベルの良否を、シーケ
ンス制御部１のＣＰＵにおいても判断するので、受信レベルの良否の判定精度が向上する
。
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【００５８】
なお、周辺セルの受信レベル測定は、サービングセルの受信レベル測定と基本的に同じで
あるが、周辺セルの場合は、定期的にＣＰＩＣＨを受信しているわけではないので、測定
の必要が生じた際に、例えば１０ｍ sec程度の期間だけＣＰＩＣＨを受信して、ＲＳＳＩ
、ＲＳＣＰおよびＥｃ／Ｉｏを測定することになる。
【００５９】
また、周辺セルの受信レベル測定を行う必要が生じるということは、移動体通信機１００
が新たなサービングセルの待ち受けゾーンに入った、あるいは入りつつあるということを
示唆しており、このような場合には、待ち受けゾーン移行を行って新たなサービングセル
のＰＩＣＨをオープンし、サービングセルのＣＰＩＣＨの受信レベルが所定値以上ある場
合は、ＣＰＵによる周辺セルの受信レベルのモニタを停止し、間欠受信処理のタイミング
で、サービングセルの受信レベルだけを測定する省電力モードに入る。
【００６０】
以上説明した一連の動作のイメージ図を図４に示す。図４に示すように、ＤＲＸ周期ごと
にベースバンド制御部１のＤＳＰがサービングセルのＰＩＣＨを受信するタイミングが訪
れる。その受信期間をＴ１１とする。ＤＳＰでは、ＣＰＩＣＨも同時に受信し、上述した
ように受信レベルを測定し、シーケンス制御部４のＣＰＵから予め与えられている閾値に
基づいて、ＣＰＵに割り込みを行うことについての要否を判断する。ここまでの作業に費
やす期間をＴ２１とする。
【００６１】
以上の動作をＤＲＸ周期ごとに繰り返すが、割り込みが発生しない限りＣＰＵは動作せず
、スリープ状態を保っている。
【００６２】
ＤＳＰから割り込みがＣＰＵに与えられると、ＣＰＵが起動して、サービングセルの受信
レベルに基づいて周辺モニタ処理動作の要否を判断し、必要であれば周辺モニタ処理動作
を行う。これらのＣＰＵの動作期間（起動期間）をＴ３１とする。
【００６３】
＜Ｃ．作用効果＞
以上説明したように、本発明に係る実施の形態の通信制御方法によれば、待ち受け状態に
おいて、サービングセルのＣＰＩＣＨの受信レベル測定と、受信レベルの良否の判断とを
ベースバンド制御部１のＤＳＰで間欠的に行い、受信レベルが低下している場合にのみ、
ＣＰＵを起動するようにしたので、ＣＰＵの起動回数が減り、従来の間欠受信処理よりも
電力消費をさらに低減した移動体通信機を得ることができる。
【００６４】
【発明の効果】
　本発明に係る請求項１記載の移動体通信機の通信制御方法によれば、移動体通信機のベ
ースバンド制御部においてサービングセルが送信する共通パイロットチャネルの受信レベ
ルを測定するとともに、所定の閾値に基づいて受信レベルの良否を判断し、受信レベルが
否と判断された場合にのみシーケンス制御部 を起動するので、間欠受信処
理においてシーケンス制御部の起動回数が削減され、移動体通信機の電力消費が低減する
。
【００６５】
　本発明に係る請求項２記載の移動体通信機の通信制御方法によれば、共通パイロットチ
ャネルの受信レベル測定の具体的手法を得ることができると共に、受信レベルが否である
場合にシーケンス制御部 を起動する具体的手法を得ることができる。
【００６６】
本発明に係る請求項３記載の移動体通信機の通信制御方法によれば、ベースバンド制御部
のデジタルシグナルプロセッサによってステップ (ａ－１ )ないしステップ (ａ－４ )を実行
し、割り込み処理により、シーケンス制御部の休眠状態にある演算処理装置を起動するの
で、ＣＰＵの起動回数が削減され、移動体通信機の電力消費が低減する。
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【００６７】
本発明に係る請求項４記載の移動体通信機の通信制御方法によれば、共通パイロットチャ
ネルの受信レベルの良否を、シーケンス制御部の演算処理装置においても判断するので、
受信レベルの良否の判定精度が向上する。また、演算処理装置において、受信レベルが良
と確認された場合は、ベースバンド制御部のデジタルシグナルプロセッサに与えるべき所
定の閾値を更新するので、受信レベルの良否の正確な判定ができる。
【００６８】
　本発明に係る請求項５記載の移動体通信機の通信制御方法によれば、第２のステップに
おいて、受信レベルが否と判断された場合にのみシーケンス制御部 が動作
するので、間欠受信状態においてシーケンス制御部の起動回数が削減され、移動体通信機
の電力消費が低減する。
【００６９】
本発明に係る請求項６記載の移動体通信機の通信制御方法によれば、第３のステップにお
いて、受信レベルが良と判断された場合に、所定の閾値を更新するので、受信レベルの良
否の正確な判定ができる。
【００７０】
本発明に係る請求項７記載の移動体通信機によれば、シーケンス制御部の起動回数が削減
されるので、電力消費を低減できる。
【図面の簡単な説明】
【図１】　本発明に係る実施の形態の移動体通信機の構成を示すブロック図である。
【図２】　本発明に係る実施の形態の通信制御方法を説明するフローチャートである。
【図３】　本発明に係る実施の形態の通信制御方法を説明するフローチャートである。
【図４】　本発明に係る実施の形態の通信制御方法を説明するイメージ図である。
【図５】　従来の移動体通信機の通信制御方法を説明するフローチャートである。
【図６】　従来の移動体通信機の通信制御方法を説明するイメージ図である。
【符号の説明】
１０　ベースバンド部、１００　移動体通信機。
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

(11) JP 3931093 B2 2007.6.13



【 図 ５ 】 【 図 ６ 】
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